
県の人権相談の取組状況報告

令和６年２月９日

神奈川県福祉子どもみらい局共生推進本部室



分 野 相 談 内 容

人 権 全 般 各種相談窓口の案内

子 ど も いじめ、体罰、虐待

女 性 ハラスメント、暴力、性犯罪被害

男 性 ハラスメント、暴力、性犯罪被害

性 的 マ イ ノ リ テ ィ 性自認・性的指向、性犯罪被害

障 が い 者 、 高 齢 者 虐待、介護放棄、財産侵害

患 者 等 治療方法等への疑問、難病などの生活支援、病気による差別

同 和 問 題 就職などでの部落差別、部落差別につながる表現

外 国 籍 県 民 生活全般の外国語での相談（入居差別、就労差別など）

就 労 や 生 活 就労、住居の確保、生活困窮者自立支援

犯 罪 被 害 者 等 精神的ショック、経済的支援

イ ン タ ー ネ ッ ト 誹謗中傷等による人権侵害

人権相談の分野
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人権に関わる主な動き

・2022年 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が成立、売春防止法の改正
・2023年 県は基本計画を策定（義務） ・2024年４月施行、新法に基づき、女性支援を実施

①女性 困難女性支援法の施行

②性的マイノリティ 理解増進法の施行

③インターネット プロバイダ責任制限法の改正

・2023年 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律が施行
・2024年以降は新法に基づき、知識の普及、相談支援体制の整備を実施（努力義務）

・2021年 県は弁護士相談等を実施
・2022年 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律が改正、

情報開示の裁判手続きに関して、SNS事業者とインターネット接続事業者に対して一体でできるよう
に簡易化



夫からの暴力 11,367 57.3%

子・親・親族からの暴力 2,455 

12.4%

交際相手等からの暴力 284 1.4%

暴力以外の家族親族の問題（子どもの問

題、家庭内不和等） 1,668 8.4%

その他人間関係 1,325 6.7%

離婚問題 1,151 5.8%

医療関係（病気、精神的な問題等） 716 3.6%

住居問題（帰住先なし含む） 454 2.3%
経済的困窮（生活困窮、借金等） 332 1.7%

男女問題 72 0.4%

その他（売春強要、人身取引等） 3 0.02%

夫からの暴力

子・親・親族からの暴力

交際相手等からの暴力

暴力以外の家族親族の問題（子どもの問題、家庭内不和等）

その他人間関係

離婚問題

医療関係（病気、精神的な問題等）

住居問題（帰住先なし含む）

経済的困窮（生活困窮、借金等）

男女問題

その他（売春強要、人身取引等）

女性相談員 R4相談受付数＠主訴別

・「夫からの暴力」を内容とする相談は、相談数全体の57％を占めている
・「夫」「子・親・親族」「交際相手等」を合わせると、全体の71％を暴力被害の相談が占める
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出典：神奈川県福祉統計

N=19,827

①女性
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・2019(Ｒ元)年10月から、ＤＶ、デートＤＶに悩む女性のためのLINE相談窓口を開設
・事業開始後、相談数・友達登録者数ともに右肩上がりで推移

１日平均15.5件１日平均12.2件１日平均7.1件

相談時間

毎週 月・火・木・土
14時から21時まで

アカウント

＠kanagawa-dv
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かながわ女性の不安・困りごと相談室

・ 2021(Ｒ3)年度から、相談・訪問・同行支援を実施し、必要な支援につなげるワンストップ支援体
制（かながわ女性の不安・困りごと相談室）を開設
・令和４年度は相談が3,221件、同行・他機関連携、訪問等を含め、年間で4,685件に対応

電話相談, 

2234, 48%

メール相談, 

888, 19%
来所相談, 99, 2%

他機関／所内打合せ・会議, 

459, 10%

同行, 48, 1%

訪問, 31, 0%

その他, 926, 20%

電話相談

メール相談

来所相談

他機関／所内打合せ・会議

同行

訪問

その他
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N=4,685
対応種別 相談内容

相談内容は複数回答可

①女性



基本計画策定状況

○困難女性支援法は、DV被害者を含め、様々な困難を抱える女性を幅広く対象としている。このような女性への
支援施策を総合的に推進するため、「新法に基づく基本計画」と「かながわDV防止・被害者支援プラン改定計画」
を一体化して「かながわ困難な問題を抱える女性等支援計画（仮称） 」を策定する。
○新しい計画の下、関係機関と連携して、本人の意思に寄り添った当事者目線に立った支援をしていく。

（既存）ＤＶプラン
（かながわＤＶ防止・被害者支援プラン）

平成31（2019）年度
～

令和５（2023）年度

配偶者等からの暴力の防止や被害者の
保護等の施策実施について定めた計画

令和５年度中に改定が必要

計画
期間

対象 配偶者等からの暴力を受けた被害者

内容

(新規)困難な問題を抱える女性への支援に関する基本計画

令和６（2024）年度
～

令和10（2028）年度

計画
期間

対象

性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その
他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑
に営む上で困難な問題を抱える女性（そのおそれの
ある女性を含む。）

内容 困難な問題を抱える女性を支援するための
施策実施について定めた計画

※5か年計画

令和５年度中に策定が必要

売春
困難を抱え
る女性

人身取引 ストーカー

（既存）ＤＶプラン
（かながわＤＶ防止・被害

者支援プラン）

ＤＶ被害
（女性）

ＤＶ被害
（男性）ＤＶ被害

（セクシャリティを問わず）
性被害生活困窮
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※5か年計画

かながわ困難な問題を抱える女性等支援計画（仮称）

※トランスジェンダーを含む

①女性



困難女性つながりサポート事業
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私はどこかに相談していいの？
でも、どこに何をどうやって？
そもそも何が問題だろう…？

相談から付き添いまで、必要な支援につなげる女性のための総合相談窓口を設置
各
種
施
策
に
基
づ
く
専
門
相
談
（
支
援
）
へ

相談に至っていない方
の早期発見

居場所の提供

アウトリーチ

相談

同行

相談者の課題を切り分けて整理
した上で、支援メニューを作成

行政窓口、専門機関の
相談に同行

課題の切分け

電話、メール、ＳＮＳ、
面接、広い間口で対応

支援者や他の当事者とつな
がりが持てる居場所を提供

ＳＮＳ

①女性



性的マイノリティに対する県の相談支援
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かながわSOGI派遣相談（派遣型個別専門相談）

当事者またはその家族、支援者の要望に応じ、
臨床心理士等の専門相談員を派遣（平成30年４月～）

相談例
・本人の過ごしやすい環境づくり
・トランスジェンダーとしての生活上の問題
・生き方、将来、進路
・セクシュアリティについての迷い 等

年度 H30 R1 R2 R3 R4

件数 23 36 14 43 44

②性的マイノリティ



性的マイノリティに関する相談支援の課題
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②性的マイノリティ

【県の相談窓口事業】

〇 SOGI派遣相談による対面での専門的な窓口はあるものの、オンラインでできる相談窓口はない

【厚生労働省委託調査（令和元年度職場におけるダイバーシティ推進事業）】
〇 性的マイノリティ当事者の約5割が、相談先がない

〇 担当者の無理解やアウティングされることを恐れて、相談に赴くことの心理的な障壁があることも、

性的マイノリティの当事者が抱える困難であるとの指摘がある

【性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律】

〇理解増進法では「国及び地方公共団体は、…（省略）…各般の問題に対応するための相談体制の整備
…（省略）を講ずるよう努めるもの」としている



SNSを活用した性的マイノリティに対する相談支援

○オンラインで相談できるSNSを活用した相談支援を新たに実施

○対面相談と同じく当事者、家族、関係者（学校、友人、職場など）と幅広く対応

○心理的障壁を低くするSNS相談で 相談ニーズの掘り起こし
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（相談内容に応じて）

SOGI派遣相談
へつないでいく

SNSを活用した性的マイノリティ相談窓口の設置（R6年度開始予定）

②性的マイノリティ

（参考）国の動向（性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議）

○理解増進法第11条に基づき内閣府や各省庁などの関係行政機関が、施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を
行うため連絡会議を設置

○連絡会議で各省庁の事業の確認や有識者等からヒアリング等を実施
（第1回 2023年8月9日、 第2回 2023年9月26日、 第3回 2023年12月14日）

理解増進法第８条では国が基本計画を策定し、国民の理解を増進するための基本的な事項等を定めることとしており、
今後の国の動向を注視し、県の性的マイノリティに対する施策を検討していく



インターネットにおける人権問題（令和３年度 県民ニーズ調査）
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普段身近に感じている、または最近気になっている人権課題

〇普段身近に感じている、または最近気になっている人権課題

を複数回答で尋ねたところ、「インターネットにおける人権

問題」が42.1％で最も多く、次いで「障がい者の人権」が

31.8％であった。

③インターネット



県のインターネット上の誹謗中傷に対する取組
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【弁護士による専門相談】
〇神奈川県弁護士会と連携して、インターネット上の誹謗中傷に苦しんでいる方を対象とした
弁護士による専門相談を実施（2021.3～事業開始）

相談件数 2021年度 11件、2022年度 13件 2023年度 15件（2024.1時点）

→相談ニーズの高まりを受けて2023年10月から弁護士相談枠を月１回２枠から３枠に増加

【差別的言動の抑止に係る実効的な取組】
〇インターネットモニタリング（ヘイト、同和関係）の実施
〇インターネット上の誹謗中傷の書込み等について法務局に削除依頼

〇上記の誹謗中傷相談とは別に、弁護士によるヘイトスピーチの専門相談の実施（2020.1～事業開始）

相談件数 2019年度～2021年度 ０件（※コロナの緊急事態宣言中は中止）、2022年度 2件、2023年度2件（2024.1時点）

R1 R2 R3 R4

法務省削除依頼件数 238 197 115 86

削除件数 91 69 23 8

③インターネット
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人権相談窓口の情報提供（共生推進本部室）

人権相談窓口一覧の作成
（県内の国、県、市町村、NGO・NPO等の窓口）

・ 県ホームページ
（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/cnt/f420337/index.html）

・ 県情報提供コーナー
・ 市町村人権担当窓口

提供

問題の早期解決へ

【参考】 県の相談窓口案内
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【参考】 県の相談窓口案内


